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調布市固定資産（土地）鑑定評価員募集要領 

 

１ 目的 

この要領は，調布市（以下「本市」という。）における，令和９基準年度の固

定資産（土地）評価替えに係る標準宅地の不動産鑑定評価を行う者（以下「固定

資産鑑定評価員」という。）を募集し，本市における固定資産（土地）の評価の

均衡及び適正化に資することを目的とする。 

 

２ 固定資産鑑定評価員の応募要件 

本市の固定資産鑑定評価員に応募できる者は，次の各号に掲げる要件をすべ

て満たす者とする。 

(1) 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号，以下「法」

という。）第１５条に規定する不動産鑑定士又は平成１６年６月２日付け法第 

６６号附則第６条で経過措置を受けている不動産鑑定士補（以下「不動産鑑

定士等」という。）であること。 

(2) 法第２２条に規定する不動産鑑定業の登録を国土交通省若しくは東京都に

行っているもので，主たる事務所を東京都内に有しているもの（以下「不動

産鑑定業者」という。）又はその従事者であること。 

(3) 不動産鑑定業者である不動産鑑定士等にあっては，不動産鑑定評価を主た

る業務としている者であること。また，不動産鑑定業者の従事者である不動

産鑑定士等にあっては，専ら不動産鑑定評価に従事している者であること。 

(4) 鑑定評価員として選定する日の直近３年間，不動産鑑定評価の業務に継続

して従事している者であること。 

(5) 法第４０条又は法第４１条に規定する懲戒処分又は監督処分を受けたこと

がない者であること。 

(6) 令和７年４月１日現在，満７０歳未満の者であること。ただし，本市の固

定資産鑑定評価員の実務経験を有する者を除く。 

(7) 本市の土地の価格事情に精通しており，かつ，令和６年１月から１２月ま

での間に，東京都内において不動産鑑定評価を行ったことがある者であるこ

と。 

(8) 不動産鑑定評価を行うにあたり，「不動産鑑定評価基準の改正について（通

知）」（平成１４年７月３日付け１４国土地第８３号の２）及び本市が別途定

める鑑定評価実施要領等を順守することができる者であること。 
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(9) 成果品について，本市から照会等があった場合に適切に応ずることができ

るとともに，本市が必要と認める事項について，関係法令等により公開の扱

いとなることを承諾することができる者であること。 

 (10) 本市の固定資産評価審査委員会の委員でないこと。 

 

３ 固定資産鑑定評価員の募集期間 

  固定資産鑑定評価員の募集期間は，令和７年５月２０日（火）から令和７年

５月３０日（金）までとする。 

 

４ 固定資産鑑定評価員の応募方法 

(1) 本市の固定資産鑑定評価員に応募する者は，「令和９基準年度調布市固定資

産鑑定評価員希望申出書」（様式１）（調布市役所資産税課窓口若しくは調布市

ホームページから入手可能）により，疎明資料（公的評価の受任記録等）を添

えて，上記３の募集期間内に調布市役所資産税課に直接若しくは郵送で提出す

ること。 

(2)  郵送で提出する場合は，「〒１８２－８５１１ 調布市小島町２丁目３５

番地１ 調布市役所市民部資産税課土地係」宛に送付すること。（募集期間内の

消印有効。） 

 

５ 固定資産鑑定評価員の選任 

(1)  本市の固定資産鑑定評価員に応募した者について，上記２の要件を満たし

ていることを希望申出書及び疎明資料により確認する。 

(2) 上記(1)を確認できた者から，提出された希望申出書及び疎明資料を基に，

別に定める「固定資産鑑定評価員選定基準」に基づき配点し，固定資産鑑定

評価員候補者を選定する。 

(3)  固定資産鑑定評価員候補者に対し，「調布市固定資産鑑定評価員候補者の選

定について（通知）」（様式２）及び「固定資産評価（土地）における鑑定評

価実施要領」を送付し，固定資産鑑定評価員候補者として選定したことを通

知する。また，選定されなかった者には，「調布市固定資産鑑定評価員候補者

の選定結果について（通知）」（様式３）を送付し，選定されなかった旨を通

知する。 

(4)  固定資産鑑定評価員候補者は，送付された書類等を確認の上，「調布市固定

資産鑑定評価業務に関する誓約書」（様式４）を本市に提出する。 
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(5) 見積合わせのうえ，本市との業務委託契約の締結をもって，本市の固定資

産鑑定評価員として選任する。 

(6) 選任後に疾病等やむを得ない事由により固定資産鑑定評価員を辞退する者

は，直ちに「調布市固定資産鑑定評価員辞退届」（様式５）を提出するものと

する。 

 

６ 固定資産鑑定評価員の定数 

本市における固定資産鑑定評価員の定数は７名以内とする。 

 

７ その他 

その他必要な事項については、別途定めるものとする。 


